
【6/27 ドローンフォトコンテスト 応募規約】

■応募作品について

・応募者本人が撮影した作品のみ応募可能です
・ドローンで撮影した作品のみ応募可能です
・法令および飛行ルールを遵守して撮影された作品のみ応募可能です
・他者の著作権、肖像権、プライバシー権等を侵害していない作品に限ります
・1人1作品まで応募可能です
・動画から切り出した静止画での応募も可能です
（応募者本人が撮影した映像に限る）

━━━━━━━━━━━━━━━

■禁止事項

以下に該当する作品は禁止とします。

・無許可飛行による撮影
・危険飛行による撮影
・他人の敷地や人物を無断で撮影した作品
・他者作品の転載や盗用
・AI生成画像
・過度な合成や加工
・撮影禁止場所で撮影された作品
・公序良俗に反する作品

主催者判断により不適切と判断した場合、 応募取消または展示対象外とする場合があります。

━━━━━━━━━━━━━━━

■加工ルール

以下の軽微な補正は可能です。

【OK】
・色味調整
・明るさ調整
・トリミング

以下は禁止とします。

【NG】
・合成加工
・AI生成
・被写体の追加／削除を伴う加工
・実際の風景を大きく改変する加工

「レタッチは可、作品改変レベルの加工は不可」とします。
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■権利関係について

応募作品の著作権は応募者本人に帰属します。

ただし、DS東京立川校は、 応募作品を以下の目的に限り無償で使用できるものとします。

・SNS掲載
・ホームページ掲載
・イベント紹介
・スクール広報活動

使用期間は応募日より2年間とします。

掲載時には必要に応じて、 応募者名またはニックネームを表示する場合があります。

━━━━━━━━━━━━━━━

■人物・施設について

人物や私有施設等が映り込む場合は、 応募者本人の責任において必要な許可を取得してください。

撮影禁止場所での撮影は禁止とします。

━━━━━━━━━━━━━━━

■トラブル責任について

応募作品に関する著作権、肖像権、プライバシー権その他のトラブルについては、 応募者本人の責任におい
て解決するものとし、 主催者は一切責任を負いません。

━━━━━━━━━━━━━━━

■その他

応募時点で、 本応募規約に同意したものとみなします。

主催者判断により、 イベント内容や規約内容を変更する場合があります。

━━━━━━━━━━━━━━━

■応募締切

2026年6月19日（金）23:59まで

━━━━━━━━━━━━━━━

■主催
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DS東京立川校
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